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2004年度総合政策学部小論文(180分) 
 

＜問題＞ 
 
 主としてわれわれの税金を原資とした政府レベルの対外援助を政府開発援助(ODA)と呼
んでいます。日本は、1980年代にODAを増やし、90年代に入ると、米国、フランス、英国
など主要援助国を抜いて、援助額では、世界一になりました。しかし、1998年の153億2千3
百万ドルを最後に減少に転じ、2001年には日本は米国に抜かれ、第二位になりました。 
日本の2001年の支出額は、98億4千7百万ドルに留まりました。 
 日本のODAは、対ベトナムのように二国間の援助と、世界銀行のような国際機関への資
金拠出によって構成されています。二国間援助を医療分野を例に説明すると、病院建設、
医療器具の無償での提供(無償資金協力)、医療技術の指導など人的協力(技術協力)と、ダム
や港の建設など巨額の資金を必要とする案件に対する資金貸付(有償資金協力)の三つから
なっています。2001年では、無償資金協力が約19億ドル(19.3%)、技術協力が約28億ドル
(28.8%)、有償資金協力が約27億ドル(27.6%)で、残りが国際機関への拠出金約24億ドル
(24.3%)でした。世界銀行など国際機関は、日本、その他の諸国からの資金により、独自に
援助を行っています。 
 
問1 
  日本政府は、冷戦終結後の海部内閣時にODAを行うに際しての原則を定め、ついで宮
沢内閣時代の1992年6月30日に、理念、原則などを包括的に示したODA大綱(資料1)を閣議決
定しました。その11年後の昨年8月29日、小泉内閣は新たなODA大綱を閣議決定しました(資
料2)。両者は、中身は似てはいるものの、よく読むと、相当大きな違いがあります。重点の
置き方の違いが記述の仕方、分量などからもうかがえます。旧大綱が米ソ冷戦終結という
国際社会の構造変化を前提としていたように、新大綱も内外の変化を反映しています。こ
の10年の国内社会の最大の特徴は、バブル崩壊による長期にわたる不況でしたが、決して
それだけではありません。さまざまな政策や行政の仕組みについて変化がみられました。
言い換えれば、日本のODAを取り巻く環境が、10年の間に著しく変化したということです。
そこで、この10年の国際社会、国内社会双方の変化について、新ODA大綱が必要となった
理由を説明できるように、1000字以内で記述してください。 
 
問2 
  0DA大綱は新旧いずれも、日本政府のODAに対する姿勢を示すものです。当然のこと
ながら、ODAを肯定的にとらえています。他方、資料3にあるように、一部NGOのODAに
対する考え方は、政府のODAに対する見方とは相当異なるものです。なぜ、このような見
方の相違が生まれてくるのか、500字以内でその理由を説明してください。 
なお、ここでNGOが主張している内容についての日本政府の見解は資料4にみるとおりです。
なお回答は、コトパンジャンダム(コタパンジャンダム)という個別案件の是非を問うている
わけではありません。あくまで、見解の相違が生まれてくる理由について諸君の説明を求
めています。 
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＜資料＞ 
 
資料1 旧大綱 
政府開発援助大綱 

                        平成4年6月30日 
                         閣 議 決 定 

我が国は、政府開発援助について、内外の理解を深めることによって幅広い支持を得ると
ともに、援助を一層効果的・効率的に実施するため、政府開発援助大綱を次の通り定める。 
 
1.基本理念 
 世界の大多数を占める開発途上国においては、今なお多数の人々が飢餓と貧困に苦しん
でおり、国際社会は、人道的見地からこれを看過することはできない。 
 また、世界は、平和と繁栄が実現され、自由、人権、民主主義等が確保される社会の構
築に向けた努力を行っているが、開発途上国の安定と発展が世界全体の平和と繁栄にとっ
て不可欠という意味での国際社会の相互依存関係を認識しなければならない。さらに、環
境の保全は、先進国と開発途上国が共同で取り組むべき全人類的な課題となっている。一
方、平和国家としての我が国にとって、世界の平和を維持し、国際社会の繁栄を確保する
ため、その国力に相応しい役割を果たすことは重要な使命である。我が国は、以上の考え
方の下に、開発途上国の離陸へ向けての自助努力を支援することを基本とし、広範な人造
り、国内の諸制度を含むインフラストラクチャー(経済社会基盤)及び基礎生活分野の整備等
を通じて、これらの国における資源配分の効率と公正や「良い統治1」の確保を図り、その
上に健全な経済発展を実現することを目的として、政府開発援助を実施する。その際、環
境保全の達成を目指しつつ、地球的規模での持続可能な開発が進められるよう努める。 
 このような我が国の支援の努力によって、我が国と他の諸国、特に開発途上国との友好
関係の一層の増進が期待される。 
 
2.原則 
 政府開発援助の実施に当っては、国際連合憲章の諸原則(特に、主権、平等及び内政不干
渉)及び以下の諸点を踏まえ、相手国の要請、経済社会状況、二国間関係等を総合的に判断
の上、実施するものとする。 
(1)環境と開発を両立させる。 
(2)軍事的用途及び国際紛争助長への使用を回避する。 
(3)国際平和と安定を維持・強化するとともに、開発途上国はその国内資源を自国の経済社
会開発のために適正かつ優先的に配分すべきであるとの観点から、開発途上国の軍事支出、
大量破壊兵器・ミサイルの開発・製造、武器の輸出入等の動向に十分注意を払う。 
(4)開発途上国における民主化の促進、市場指向型経済導入の努力並びに基本的人権及び自
由の保障状況に十分注意を払う。 
 
 3.重点事項 
(1)地域 
  アジア地域は、我が国と歴史的、地理的、政治的及び経済的に密接な関係にある。ま
た、とりわけ東アジア地域、ASEAN諸国は、世界の中で活力あふれる地域となっており、
その経済発展を維持・拡大することが世界経済の発展のために重要であること、その一方
                                                  
1 開発を行うにあたり、必要とされる途上国の人々の参加を促進させるような国家の統治形
態と市場が必要とされる考え方。民営化や中小企業の育成といった施策が典型だが、より
広く司法、立法、行政の諸制度全体を指すことも多い。 
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で依然として貧困に苦しむ多数の人口を抱えている国も存在することを踏まえて、引き続
きアジア地域に重点を置く。同時に、世界全体の貧困や経済の困難に目を向ける必要があ
り、アフリカ、中近東、中南米、東欧及び大洋州等の地域に対しても、我が国の国力に相
応しい協力を行っていく。特に、後発開発途上国(LLDC2)へ配慮する。 
(2)項目 
 (イ)地球的規模の問題への取り組み 
   環境問題、人口問題等の地球的規模の問題には、先進国と開発途上国との協力によ
って対処することが重要であることに鑑み、これらの問題に対する開発途上国の努力を支
援する。 
 (ロ)基礎生活分野(BHN)等 
   飢餓・貧困により困難な状況にある人々や難民等を対象とする基礎生活分野

(BHN:Basic Human Needs)を中心とした支援及び緊急援助を実施する。 
 (ロ) 人造り及び研究協力等技術の向上・普及をもたらす努力 
   長期的視野に立った自助努力の最も重要な要素であり、国造りの基本となる人造り

分野での支援を重視する。また、開発途上国自身の研究開発能力及び適応能力を高
める研究協力等技術の向上・普及をもたらす協力を推進する。 

 (ハ)インフラストラクチャー整備 
   経済社会開発の重要な基礎条件であるインフラストラクチャーの整備への支援を重

視する。 
 
 (ホ) 構造調整等 
   市場メカニズムの下で民間の創意、活力が十分に発揮できるような経済構造への調

整及び累積債務問題の解決に向けた適切な支援に努める。 
 
4.政府開発援助の効果的実施のための方策 
(1)相手国からの要請・考え方を十分勘案しつつ、開発途上国に関する情報の収集・分析を
進め、開発政策等の基本認識を相手国との間で共有するため、密接な政策対話3を推進する。 
(2)開発途上国の多様な発展段階及び援助需要に的確に対応するよう、有償資金協力、無償
資金協力及び技術協力の各援助形態並びにその外の協力の特性を最大限生かし、その有機
的連携・調整を図る。 
(3)必要に応じ、他の先進国の援助機関、国連諸機関、国際金融機関、我が国の地方公共団
体及び労働団体、経営者団体その外の民間団体等との適切な連携・協調を図る。特に、国
際機関を通ずる協力については、政府開発援助についての我が国の考え方がその活動に十
分に反映されるように努めるとともに、国際機関の有する専門的知識、政治的中立性等の
特質を十分生かすように努める。また、民間援助団体(NGO)との連携を図るとともに、その
自主性を尊重しつつ、適切な支援を行う。 
(4)我が国及び離陸4に成功した東アジア、東南アジア諸国等の開発政策の経験の活用を図る。 
(5)環境問題に関する支援を進めるに際しては、我が国が環境保全と経済成長の両立に成果
を挙げてきていることを踏まえ、その技術、ノウハウ等を活用する。 
(6)開発途上国の発展段階に適した技術移転等に資するため、必要に応じ当該技術に関する
技術開発に取り組むとともに、他の開発途上国の有する知識や技術の十分な活用を図るた
めの支援を行う。 
                                                  
2 LLDC:Least among Less Developed Countries開発途上国でも、特に経済発展の遅れている国。 
3 援助国と被援助国の間でしばしばもたれる、援助政策、援助案件に関する協議。 
4 この場合、開発途上国が何らかの要因で、経済発展を遂げることのできる見通しがたった
り、実際に遂げた場合に、あの国は経済的離陸を遂げたというような表現を使う。 
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(7)我が国の持つ技術、ノウハウ等について、公的部門のみならず、民間部門からもその活
用を図るとともに、民間の行う技術協力を支援する。 
(8)国境を越えた地域的規模の問題に対応するため、国際機関及びアジア太平洋経済協力
(APEC)等の地域協力のための枠組みとの連携強化を図る。 
(9)政府開発援助と直接投資、貿易が有機的連関を保ちつつ実施され、総体として開発途上
国の発展を促進するよう努める。このため、貿易保険、日本輸出入銀行等を通じた民間経
済協力との連携強化を図るとともに、民間経済協力の促進を図る。 
(10)適切な案件を採択できるよう案件発掘・形成のための協力及び調査を充実する。また、
今後の協力にも資するよう第三者による評価及び他の国との合同評価を含めた評価活動を
充実する。 
(11)開発途上国に関する地域研究、開発政策研究、政府開発援助の総合評価等を推進する。 
(12)開発への女性の積極的参加及び開発からの女性の受益の確保について十分配慮する。 
(13)子供、障害者、高齢者等社会的弱者に十分配慮する。 
(14)開発途上国における貧富の格差及び地域格差の是正に配慮する。 
(15)我が国の政府開発援助を巡って不正や腐敗を惹起しないよう十分配慮する。 
 
5.内外の理解と支持を得る方法 
 政府開発援助の実施に当たっては、内外の理解の確保を基本とし、また国民の参加を確
保するため以下のような方策を講ずる。 
(1)情報公開の促進相手国に対する外交的配慮等を踏まえつつ、政府開発援助の実施状況を
取りまとめ、国会を始め広く国民に明らかにする等、政府開発i援助に関する情報公開を促
進する。 
(2)広報・開発教育の強化組織的な広報活動の強化、開発援助に関する教育を推進する。 
6.実施体制等 
(1)人材の養成・確保・活用 
  政府開発援助にかかわる人材の養成・確保・活用を図るため、人材の養成機関の充実
等を通じて、開発専門家、民間コンサルタント等の育成を図る。 
(2)効果的・効率的な実施体制の確保等 
  関係省庁間の連絡・協議体制を確立し、政府開発援助の効果的・効率的な実施体制を
確保する。また、援助実施機関である国際協力事業団(JICA)及び海外経済協力基金(OECF)
の相互の連携を強化するとともに、これらの機関の実施体制の整備を図る。民間部門の協
力を得ていくため、業務のコストに見合った適切な支援に努める。 
(3)派遣される援助関係者の安全の確保等 
  開発途上地域に派遣される援助関係者の生命・身体の安全の確保、不慮の災害の際の
適切な対応に引き続き努める。 
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資料2 新大綱 
政府開発援助大綱の改定について 
 平成4年に閣議にて決定された政府開発援助(ODA)大綱は、これまで10年以上にわたって
我が国の援助政策の根幹をなしてきた。この間、国際情勢は激変し、今や我が国を含む国
際社会にとって平和構築をはじめとする新たな開発課題への対応が急務となっている。こ
うした中で多くの先進国は、開発途上国が抱える深刻な問題に対してODAを通じた取組を
強化している。また、政府、国際機関のみならず、様々な主体が開発途上国への支援を行
い、相互の連携を深めている。 
 我が国としては、日本国憲法の精神にのっとり、国力にふさわしい責任を果たし、国際
社会の信頼を得るためにも、新たな課題に積極的に取り組まなければならない。そのため
には、ODAに対する国民の理解を得ることが重要であり、国内の経済財政状況や国民の意
見を十分踏まえつつ、ODAを効果的に実施することが不可欠である。 
 このような考えの下、ODAの戦略性、機動性、透明性、効率性を高めるとともに、幅広
い国民参加を促進し、我が国のODAに対する内外の理解を深めるため、次のとおりODA大
綱を改定する。 
 
政府開発援助大綱 

                       平成15年8月29日 
                         閣 議 決 定 

I.理念 －目的、方針、重点 
1.目的 
 我が国ODAの目的は、国際社会の平和と発展に貢献し、これを通じて我が国の安全と繁
栄の確保に資することである。 
 これまで我が国は、アジアにおいて最初の先進国となった経験をいかし、ODAにより経
済社会基盤整備や人材育成、制度構築への支援を積極的に行ってきた。その結果、東アジ
ア諸国をはじめとする開発途上国の経済社会の発展に大きく貢献してきた。 
 一方、冷戦後、グローバル化の進展する中で、現在の国際社会は、貧富の格差、民族的・
宗教的対立、紛争、テロ、自由・人権及び民主主義の抑圧、環境問題、感染症、男女の格
差など、数多くの問題が絡み合い、新たな様相を呈している。 
 特に、極度の貧困、飢餓、難民、災害などの人道的問題、環境や水などの地球的規模の
問題は、国際社会全体の持続可能な開発を実現する上で重要な課題である。これらの問題
は、国境を超えて個々の人間にとっても大きな脅威となっている。 
 また、最近、多発する紛争やテロは深刻の度を高めており、これらを予防し、平和を構
築するとともに、民主化や人権の保障を促進し、個々の人間の尊厳を守ることは、国際社
会の安定と発展にとっても益々重要な課題となっている。 
 我が国は、世界の主要国の一つとして、ODAを積極的に活用し、これらの問題に率先し
て取り組む決意である。こうした取組は、ひいては各国との友好関係や人の交流の増進、
国際場裡における我が国の立場の強化など、我が国自身にも様々な形で利益をもたらすも
のである。 
 さらに、相互依存関係が深まる中で、国際貿易の恩恵を享受し、資源・エネルギー、食
料などを海外に大きく依存する我が国としては、ODAを通じて開発途上国の安定と発展に
積極的に貢献する。このことは、我が国の安全と繁栄を確保し、国民の利益を増進するこ
とに深く結びついている。 
特に我が国と密接な関係を有するアジア諸国との経済的な連携、様々な交 
 
流の活発化を図ることは不可欠である。 
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 平和を希求する我が国にとって、ODAを通じてこれらの取組を積極的に展開し、我が国
の姿勢を内外に示していくことは、国際社会の共感を得られる最もふさわしい政策であり、
ODAは今後とも大きな役割を担っていくべきである。 
2.基本方針 
 このような目的を達成するため、我が国は以下の基本方針の下、ODAを一層戦略的に実
施する。 
(1)開発途上国の自助努力支援 
  良い統治(グッド・ガバナンス)に基づく開発途上国の自助努力を支援するため、これら
の国の発展の基礎となる人づくり、法・制度構築や経済社会基盤の整備に協力することは、
我が国ODAの最も重要な考え方である。このため、開発途上国の自主性(オーナーシップ)
を尊重し、その開発戦略を重視する。 
  その際、平和、民主化、人権保障のための努力や経済社会の構造改革に向けた取組を
積極的に行っている開発途上国に対しては、これを重点的に支援する。 
(2)「人間の安全保障」の視点 
  紛争・災害や感染症など、人間に対する直接的な脅威に対処するためには、グローバ
ルな視点や地域・国レベルの視点とともに、個々の人間に着目した「人間の安全保障1」の
視点で考えることが重要である。このため、我が国は、人づくりを通じた地域社会の能力
強化に向けたODAを実施する。また、紛争時より復興・開発に至るあらゆる段階において、
尊厳ある人生を可能ならしめるよう、個人の保護と能力強化のための協力を行う。 
(3)公平性の確保 
  ODA政策の立案及び実施に当たっては、社会的弱者の状況、開発途上国内における貧
富の格差及び地域格差を考慮するとともに、ODAの 
 実施が開発途上国の環境や社会面に与える影響などに十分注意を払い、公平性の確保を
図る。 
  特に男女共同参画の視点は重要であり、開発への積極的参加及び開発からの受益の確
保について十分配慮し、女性の地位向上に一層取り組む。 
(4)我が国の経験と知見の活用 
  開発途上国の政策や援助需要を踏まえつつ、我が国の経済社会発展や経済協力の経験
を途上国の開発に役立てるとともに、我が国が有する優れた技術、知見、人材及び制度を
活用する。 
  さらに、ODAの実施に当たっては、我が国の経済・社会との関連に配慮しつつ、我が
国の重要な政策との連携を図り、政策全般の整合性を確保する。 
(5)国際社会における協調と連携 
  国際社会においては、国際機関が中心となって開発目標や開発戦略の共有化が進み、
様々な主体が協調して援助を行う動きが進んでいる。我が国もこのような動きに参加して
主導的な役割を果たすよう努める。同時に、国連諸機関、国際開発金融機関、他の援助国、
NGO、民間企業などとの連携を進める。特に、専門的知見や政治的中立性を有する国際機
関と我が国のODAとの連携を強化するとともに、これらの国際機関の運営にも我が国の政
策を適切に反映させていくよう努める。 
  さらに、我が国は、アジアなどにおけるより開発の進んだ途上国と連携して南南協力2を
積極的に推進する。また、地域協力の枠組みとの連携強化を図るとともに、複数国にまた
がる広域的な協力を支援する。 
                                                  
1 個々の人間の生命や安全を脅かすさまざまな問題、たとえば紛争、自然災害、環境破壊、
人権侵害、麻薬、貧困、感染症などの課題から人間を守ること。 
2 南南協力とは日本が支援してきた途上国のうちで経済発展を遂げつつある国が中心とな
り、周辺の後発開発途上国に支援する協力を指す。 
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3.重点課題 
 以上の目的及び基本方針に基づき、我が国は以下の課題に重点的に取り組む。 
(1)貧困削減 
  貧困削減は、国際社会が共有する重要な開発目標であり、また、国際社会におけるテ
ロなどの不安定要因を取り除くためにも必要である。そのため、教育や保健医療・福祉、
水と衛生、農業などの分野における協力を重視し、開発途上国の人間開発、社会開発を支
援する。同時に、貧困削減を達成するためには、開発途上国の経済が持続的に成長し、雇
用が増加するとともに生活の質も改善されることが不可欠であり、そのための協力も重視
する。 
(2)持続的成長 
  開発途上国の貿易、投資及び人の交流を活性化し、持続的成長を支援するため、経済
活動上重要となる経済社会基盤の整備とともに、政策立案、制度整備や人づくりへの協力
も重視する。このような協力には、知的財産権の適切な保護や標準化を含む貿易・投資分
野の協力、情報通信技術の分野における協力、留学生の受入れ、研究協力なども含まれる。 
  また、我が国のODAと途上国の開発に大きな影響を有する貿易や投資が有機的連関を
保ちつつ実施され、総体として開発途上国の発展を促進するよう努める。このため、我が
国のODAと貿易保険や輸出入金融などODA以外の資金の流れとの連携の強化にも努めると
ともに、民間の活力や資金を十分活用しつつ、民間経済協力の推進を図る。 
(3)地球的規模の問題への取組 
  地球温暖化をはじめとする環境問題、感染症、人口、食料、エネルギー、災害、テロ、
麻薬、国際組織犯罪といった地球的規模の問題は、国際社会が直ちに協調して対応を強化
しなければならない問題であり、我が国もODAを通じてこれらの問題に取り組むとともに、
国際的な規範づくりに積極的な役割を果たす。 
(4)平和の構築 
  開発途上地域における紛争を防止するためには、紛争の様々な要因に包括的に対処す
ることが重要であり、そのような取組の一環として、上記のような貧困削減や格差の是正
のためのODAを実施する。さらに、予防や紛争下の緊急人道支援とともに、紛争の終結を
促進するための支援から、紛争終結後の平和の定着や国づくりのための支援まで、状況の
推移に即して平和構築のために二国間及び多国間援助を継ぎ目なく機動的に行う。 
具体的には、ODAを活用し、例えば和平プロセス促進のための支援、難民支援や基礎生活
基盤の復旧などの人道・復旧支援、元兵士の武装解除、動員解除及び社会復帰(DDR3)や地
雷除去を含む武器の回収及び廃棄などの国内の安定と治安の確保のための支援、さらに経
済社会開発に加え、政府の行政能力向上も含めた復興支援を行う。 
4.重点地域 
 上記の目的に照らせば、日本と緊密な関係を有し、日本の安全と繁栄に大きな影響を及
ぼし得るアジアは重点地域である。ただし、アジア諸国の経済社会状況の多様性、援助需
要の変化に十分留意しつつ、戦略的に分野や対象などの重点化を図る。特に、ASEANなど
の東アジア地域については、近年、経済的相互依存関係が拡大・深化する中、経済成長を
維持しつつ統合を強化することにより地域的競争力を高める努力を行っている。 
我が国としては、こうした東アジア地域との経済連携の強化などを十分に考慮し、ODAを
活用して、同地域との関係強化や域内格差の是正に努める。 
 また、南アジア地域における大きな貧困人口の存在に十分配慮するとともに、中央アジ
ア地域については、コーカサス地域も視野に入れつつ、民主化や市場経済化への取組を支
援する。 
                                                  
3 DDRとは、Disarmament Demobilization and Reintegration of the former combat-ants
の略。 
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 その他の地域についても、この大綱の目的、基本方針及び重点課題を踏まえて、各地域
の援助需要、発展状況に留意しつつ、重点化を図る。 
 具体的には、アフリカは、多くの後発開発途上国が存在し、紛争や深刻な開発課題を抱
える中で、自助努力に向けた取組を強化しており、このために必要な支援を行う。 
 中東は、エネルギー供給の観点や国際社会の平和と安定の観点から重要な地域であるが、
中東和平問題をはじめ不安定要因を抱えており、社会的安定と平和の定着に向けた支援を
行う。 
 中南米は、比較的開発の進んだ国がある一方、脆弱な島嶼国を抱え、域内及び国内の格
差が生じていることに配慮しつつ、必要な協力を行う。 
 大洋州は、脆弱な島嶼国が多いことを踏まえて協力を行う。 
 
II. 援助実施の原則 
 上記の理念にのっとり、国際連合憲章の諸原則(特に、主権、平等及び内政不干渉)及び以
下の諸点を踏まえ、開発途上国の援助需要、経済社会状況、二国間関係などを総合的に判
断の上、ODAを実施するものとする。 
(1)環境と開発を両立させる。 
(2)軍事的用途及び国際紛争助長への使用を回避する。 
(3)テロや大量破壊兵器の拡散を防止するなど国際平和と安定を維持・強化するとともに、
開発途上国はその国内資源を自国の経済社会開発のために適正かつ優先的に配分すべきで
あるとの観点から、開発途上国の軍事支出、大量破壊兵器・ミサイルの開発・製造、武器
の輸出入などの動向に十分注意を払う。 
(4)開発途上国における民主化の促進、市場経済導入の努力並びに基本的人権及び自由の保
障状況に十分注意を払う。 
 
III.援助政策の立案及び実施 
1.援助政策の立案及び実施体制 
(1)一貫性のある援助政策の立案 
  この大綱の下に、政府全体として一体性と一貫性をもってODAを効率的・効果的に実
施するため、基本方針で述べたような国際社会における協調と連携も視野に入れつつ、中
期政策や国別援助計画を作成し、これらにのっとったODA政策の立案及び実施を図る。特
に国別援助計画については、主要な被援助国について作成し、我が国の援助政策を踏まえ、
被援助国にとって真に必要な援助需要を反映した、重点が明確なものとする。 
  これらの中期政策や国別援助計画に従い、有償・無償の資金協力及び技術協力の各援
助手法については、その特性を最大限生かし、ソフト、ハード両面のバランスに留意しつ
つ、これらの有機的な連携を図るとともに、適切な見直しに努める。 
(2)関係府省間の連携 
  政府全体として一体性と一貫性のある政策を立案し、実施するため、対外経済協力関
係閣僚会議の下で、外務省を調整の中核として関係府省の知見を活用しつつ関係府省間の
人事交流を含む幅広い連携を強化する。そのために政府開発援助関係省庁連絡協議会など
の協議の場を積極的に活用する。 
(3)政府と実施機関の連携 
  政府と実施機関(国際協力機構4、国際協力銀行)の役割、責任分担を明確にしつつ、政
策と実施の有機的な連関を確保すべく、人事交流を含む両者の連携を強化する。また、実
施機関相互の連携を強化する。 
                                                  
4 旧国際協力事業団。英文呼称(JICA:Japan International Cooperation Agency)は、変わ
らず。 
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(4)政策協議の強化 
  ODA政策の立案及び実施に当たっては、開発途上国から要請を受ける前から政策協議
を活発に行うことにより、その開発政策や援助需要を十分把握することが不可欠である。
同時に、対話を通じて我が国の援助方針を開発途上国に示し、途上国の開発戦略の中で我
が国の援助が十分いかされるよう、途上国の開発政策と我が国の援助政策の調整を図る。
また、開発途上国の案件の形成、実施の面も含めて政策及び制度の改善のための努力を支
援するとともに、そのような努力が十分であるかどうかを我が国の支援に当たって考慮す
る。 
(5)政策の決定過程・実施における現地機能の強化 
  援助政策の決定過程・実施において在外公館及び実施機関現地事務所などが一体とな
って主導的な役割を果たすよう、その機能を強化する。特に、外部人材の活用を含め体制
を強化するための枠組みの整備に努める。また、現地を中心として、開発途上国の開発政
策や援助需要を総合的かつ的確に把握するよう努める。その際、現地関係者を通じて、現
地の経済社会状況などを十分把握する。 
(6)内外の援助関係者との連携 
  国内のNGO、大学、地方公共団体、経済団体、労働団体などの関係者がODAに参加し、
その技術や知見をいかすことができるよう連携を強化する。また、開発途上国をはじめと
して、海外における同様の関係者とも連携を図る。さらに、ODAの実施に当たっては我が
国の民間企業の持つ技術や知見を適切に活用していく。 
 
2.国民参加の拡大 
(1)国民各層の広範な参加 
  国民各層による援助活動への参加や開発途上国との交流を促進するため、十分な情報
を提供するとともに、国民からの意見に耳を傾け、開発事業に関する提案の募集やボラン
ティア活動への協力などを行う。 
(2)人材育成と開発研究 
  専門性をもった人材を育成するとともに、このような人材が国内外において活躍でき
る機会の拡大に努める。同時に、海外での豊かな経験や優れた知識を有する者などの質の
高い人材を幅広く求めてODAに活用する。 
  また、開発途上国に関する地域研究、開発政策研究を活発化し、我が国の開発に関す
る知的資産の蓄積を図る。 
(3)開発教育 
  開発教育は、ODAを含む国際協力への理解を促進するとともに、将来の国際協力の担
い手を確保するためにも重要である。このような観点から、学校教育などの場を通じて、
開発途上国が抱える問題、開発途上国と我が国の関わり、開発援助が果たすべき役割など、
開発問題に関する教育の普及を図り、その際に必要とされる教材の提供や指導者の育成な
どを行う。 
(4)情報公開と広報 
  ODAの政策、実施、評価に関する情報を、幅広く、迅速に公開し、十分な透明性を確
保するとともに積極的に広報することが重要である。 
 このため、様々な手段を活用して、分かり易い形で情報提供を行うとともに、国民が我
が国のODA案件に接する機会を作る。 
  また、開発途上国、他の援助国など広く国際社会に対して我が国のODAに関する情報
発信を強化する。 
 
3.効果的実施のために必要な事項 
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(1)評価の充実 
  事前から中間、事後と一貫した評価及び政策、プログラム、プロジェクトを対象とし
た評価を実施する。また、ODAの成果を測定・分析し、客観的に判断すべく、専門的知識
を有する第三者による評価を充実させるとともに政府自身による政策評価を実施する。さ
らに、評価結果をその後のODA政策の立案及び効率的・効果的な実施に反映させる。 
(2)適正な手続きの確保 
  ODAの実施に当たっては、環境や社会面への影響に十分配慮する手続きをとるととも
に、質や価格面において適正かつ効率的な調達が行われるよう努める。同時に、これらを
確保しつつ、手続きの簡素化や迅速化を図る。 
(3)不正、腐敗の防止 
  案件の選定及び実施プロセスの透明性を確保し、不正、腐敗及び目的外使用を防止す
るための適切な措置をとる。また、外部監査の導入など監査の充実を通じて適正な執行の
確保に努める。 
(4)援助関係者の安全確保 
  援助関係者の生命及び身体の安全の確保は、ODA実施の前提条件であり、安全関連情
報を十分に把握し、適切な対応に努める。 
 
IV. ODA大綱の実施状況に関する報告 
 ODA大綱の実施状況については、毎年閣議報告される「政府開発援助(ODA)白書」にお
いて明らかにする。 
 
 
資料3 NGOの見解 
 
私たちの税金が、インドネシアの人たちを苦しめています。 
 1996年、日本からのODA(政府開発援助)約312億円で、日本企業によってインドネシア・
コトパンジャンダムが建設されました。そのため、約5000世帯、23000人の家や農地が奪わ
れました。強制移住先は、水も手に入らないほどの不毛な土地です。農業ができなくなり、
住民たちは、満足な食事もできない、子どもたちは学校をやめざるをえない、などといっ
た生活を強いられています。私たちの税金や郵便貯金などから拠出されたODAが住民のた
めになるどころか、逆に住民たちを苦しめているのです。 
 
利権のためのダム建設 －発電量は計画のたった15% 
 
 コトパンジャンダムは、インドネシア・スマトラ島中部のほぼ赤道直下にある、高さ58
メートル・堤長258メートルの水力発電ダムで、水没面積は、124平方キロメートルです。 
 完成後5年以上が経ちますが、発電量は当初計画の15%、フル稼働したのはたったの5日間
です。日本とインドネシアの政治家・官僚、ゼネコン・コンサルタント会社の利権のため
に、架空の電力需要見込みによって建設されたダムだからです。 
 外務省は、こんなダムを「環境・人権に配慮したODAのモデルケース」と宣伝していま
す。 
豊かな自然を破壊ゾウ・虎・バク・熊・猿たちが餓死、魚も大量死ダム建設の結果、貯水
池内の樹木が腐食して水質が悪化、魚が大量死するという問題がおきています。浅水域に
は、ボウフラが大量発生し、マラリアの大流行が懸念されています。水没地から追い出さ
れたスマトラ象・スマトラ虎・バク・熊・猿などは餌が得られずにほとんどが餓死しまし
た。 
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日本政府・インドネシア政府を相手どって提訴。地元住民と動物たちが原告 
 
 2002年9月5日、被害者住民3861名は、日本政府・JBIC1・JICA2・X社3を相手にダムの撤去・
原状回復と損害賠償を求めて東京地裁に提訴しました。 
 さらに、2003年3月28日、被害者住民4535人が追加提訴を行い、原告合計は、被害者住民
の成人の過半数8396人となりました。また、スマトラ象・スマトラ虎・マレーバク各個体
群を含む自然生態系(代表者WALHI[インドネシア環境フォーラム])も原告に加わり、「自然
の権利訴訟」という側面も加わりました。 
 出典 コトパンジャン・ダム被害者住民を支援する会ホームページより 一部修正 
 
 
資料4 外務省等の説明 
 外務省有償資金協力課は「きちんと住民の同意を取って事業を進めてほしいと、インド
ネシア政府にたびたび要請した。移転した住民の多くは補償金を手にして新しい生活を始
めている。ゴム園の確保についても、インドネシア政府に要請している」と説明している。 
 JBICは「移転に伴う補償や生活基盤の整備は、現地政府が行うべきものだ。本行が現地
政府に適切な措置を働きかけた結果、西スマトラ州では、上水道整備や漁業振興支援など
で地方政府と住民代表が合意し、リアウ州でも話し合いが行われている」。 
 JICAは「現地政府には住民の移転などに配慮が必要だと指摘した」。 
X社は「守秘義務があり答えられない」としている。 
 出典 朝日新聞2002年9月2日夕刊より 
 

                                                  
1 国際協力銀行(JBIC:Japan Bank For international Cooperation) 
2 国際協力機構(JICA:Japan Interactional Cooperation Agency) 
3 ホームページ上では、実際の企業名が記載されている。 
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